
議案第50号

つくば市体育施設条例の一部を改正する条例について

上記の議案を次のとおり提出する。

平成26年２月21日

つくば市長 市 原 健 一

つくば市体育施設条例の一部を改正する条例

つくば市体育施設条例（平成３年つくば市条例第29号）の一部を次のように改正

する。

別表第２の１，２及び３の表中「800円」を「820円」に，「1,600円」を「1,640

円」に，「2,400円」を「2,460円」に，「8,000円」を「8,220円」に改める。

別表第２の４から７までの表中「400円」を「410円」に改める。

別表第２の８及び９の表中「510円」を「520円」に改める。

別表第２の10の表中「1,020円」を「1,040円」に，「410円」を「420円」に改め

る。

別表第２の11の表中「1,530円」を「1,570円」に，「410円」を「420円」に，

「1,020円」を「1,040円」に改める。

別表第２の12及び13の表中「1,020円」を「1,040円」に，「410円」を「420円」

に改める。

別表第２の14の表中「1,500円」を「1,540円」に，「750円」を「770円」に改め

る。

附 則

この条例は，平成26年４月１日から施行する。


